
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年７月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２仙第４４号 

事故等種類 定置網損傷 

発生日時 平成２４年９月２日（日） １５時２０分ごろ 

発生場所 青森県青森市後
うしろ

潟
がた

漁港南南東方沖 

 青森市所在の後潟港東防波堤灯台から真方位１５３°２,２００ｍ

付近 

 （概位 北緯４０°５４.８′ 東経１４０°４０.９′） 

事故等調査の経過  平成２４年９月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート オクトパス、１０トン 

 ２５０－３１７８８青森、日運建業株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 定置網の一部切断 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人５人を乗せ、クルージングの

目的で青森市所在のマリーナを出航したのち、後潟漁港南南東方沖を

航行中、平成２４年９月２日１５時２０分ごろ、定置網に進入し、推

進器に定置網が絡まり、網を切断した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、後潟漁港南南東方沖に定置網が設置されていることを知っ

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、後潟漁港南南東方沖を航行中、船長が、同海域に定置網が

設置されていることを知っていたが、見張りを適切に行っていなかっ

たことから、定置網に進入し、推進器に網が絡まり、網を切断したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、後潟漁港南南東方沖を航行中、船長が、同海域

に定置網が設置されていることを知っていたが、見張りを適切に行っ

ていなかったため、定置網に進入し、推進器に網が絡まり、網を切断

したことにより発生したものと考えられる。 



 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網が設置されている付近を航行する際、定置網に近づかない

ように注意して操船すること。 

 ・航行中、常時適切な見張りを行うこと。 

 


